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今回地区計画を策定するエリ アは、 環状7号線の北側に位置する 「 十条北地区」 と 呼んでいるエリ アです。 十条北地区は、 上十条5丁目の全域、
十条仲原3 ・ 4 丁目の全域と 旧北耕地川の沿いの赤羽西3丁目と 西が丘2丁目の一部を指します。

十条北地区は、 古い建物が建ち並び細い道路が多く 、 災害が発生した際には消防車や救急車などの緊急車両が入って活動ができないエリ ア、 い
わゆる 「 消防活動困難区域」 がある、 「 密集地域」 に指定さ れています。
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東京都が5年ごと に、 行っている 「 地震に関する地域危険度判定調査」 の結果をお示ししており ます。 いずれの町丁目においても 、 良い結果と は

なっておらず、 地震が起きた際には、 建物倒壊や火災が発生する危険性が高く 、 また、 消防車や救急車などの緊急車両が入って活動するこ と が難
しい地域と なっており ます。
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また、 ３ ページには、 「 地震時等に著し く 危険な密集市街地」 について記載させていただきました。 こ れは、 国が全国の密集地域のう ち、 1 1 1

地区を「 地震時等に著し く 危険な密集市街地」 と して指定し 、 令和1 2 年度までに改善すべき地域と 位置付けられており ます。 3 ページの図では、
「 十条仲原4丁目」 にも色が塗られており ますが、 解消済であると のこ と から 、 北区においては、 現在「 上十条5丁目」 と 「 岸町2丁目」 の2丁目
が指定さ れており ます。
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防災に対する意識向上を図るため、 ソ フト 対策をお示ししており ます。 今一度ご確認く ださ い。
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また、 令和6年1月に行いました、 アンケート 結果をお配り しており ます。

資料2の左下にも 記載さ せていただいており ますが、 行政側だけでなく 、 こ の地域にお住まいのみなさ まも同様に、 災害が起きた際には、 危険で
あると 感じているこ と が分かり ます。

みなさ まの不安を取り 除き、 防災性を高め、 こ の十条北地区を災害に強いまちと するために、 北区では、 平成2 6 年度から上十条5丁目の全域、
十条仲原3 ・ 4 丁目の全域で、 旧北耕地川の沿いの赤羽西3丁目と 西が丘2丁目の一部では、 令和6年度から 「 密集事業」 を行っており ます。 今後
も 、 地域の皆さ まのご協力をいただきながら 、 まちづく り を行っていければと 考えており ます。

そのために、 今回、 まちづく り の一環と して、 「 地区計画」 と いう まちづく り のルール定めていきたいと 考えており ます。
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地区計画と は、 都市計画法に基づく 、 まちづく り の手法の1つです。 こ の十条北地区は、 災害があったと きに脆弱であると さ れていますので、 少

しでも よ り 良いまちと なるよ う 、 また、 今のよい点を継承していけるよ う なまちと なるよ う 、 「 地区の課題や特徴を踏まえ、 道路や公園などの配
置や建築物の建て方などについて、 きめ細やかなルールを定める 」 、 地区計画を策定していきたいと 考えており ます。

なお、 地区計画は、 一度決定しますと 、 将来にわたって永続的に効力が生じるも のです。
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平成2 6 年度から 「 十条北ブロッ ク 部会」 と 称し 、 年に1～2回程度、 まちづく り に関する勉強会をさせていただいており ます。

地区計画を策定するにあたり 、 そのブロッ ク 部会の中で、 令和3年度から地区計画の勉強会を開催し、 令和6年1月には、 この地区にお住まいの
方々や土地・ 建物をお持ちの方々にアンケート にご協力いただきました。 （ 資料２ ）

こ れまでの意見交換の経緯やアンケート 結果を踏まえた地区計画の原案を作成さ せていただきました。
次のページから 、 その内容を説明さ せていただきます。
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①地区の名称、 面積、 位置についてです。

地区計画の名称は、 「 十条北地区地区計画」 です。 今までのまちづく り の名称をそのまま利用いたしました。
定めるエリ アは、 密集事業を行っているエリ アと 同じ 、 上十条5丁目の全域、 十条仲原3 ・ 4 丁目の全域と 旧北耕地川の沿いの赤羽西3丁目と 西

が丘2丁目の一部の約3 1 .5 h aです。
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②地区計画の目標についてです。

本地区計画の目標をお示しさ せていただいており ます。

既存の閑静な住環境を維持しながら 、 市街地の防災性及び居住環境の向上をはかるこ と によ り 、 「 安全で安心して住める う るおいのあるまち」
の形成を目指していきます
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③土地利用の方針についてです。

本地区内の状況に応じた、 土地利用の方針を定めるため、 「 環状7号線沿道地区」 「 近隣商業地区」 「 住居地区」 の3つの区分に分けます。 こ れ

は、 都市計画で定めのある 「 用途地域」 の区分と 同じも のと なっており ます。 １ 2 ページから １ 4 ページには、 各地区の方針を記載しており ます。
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③土地利用の方針

濃いピンク で塗られたエリ ア、 「 環状7号線沿道地区」 は、 環状7号線から沿道3 0 ｍの範囲をいい、 幹線道路沿道にふさ わしいまちなみへと 誘

導します。
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③土地利用の方針

薄いピンク で塗られたエリ ア、 「 近隣商業地区」 は、 日常の買い物などの利便性の高い商店を維持・ 向上していきます。
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③土地利用の方針

黄色で塗られた地区の大部分を占める、 「 住居地区」 は、 閑静な住宅街を維持しつつ、 防災性の高い良好な市街地を形成していきます。 地区

計画では、 こ の区分に応じた制限を定めていきます。
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④地区整備計画についてです。

こ の地区計画に定める事項と 定める内容を整理したも のを掲載しており ます。
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地区施設、 建築物に関する一覧を掲載しており ます。 先ほどの地区区分によって、 （ １ ） ～（ ８ ） までの制限を定めます。 次のページから 、 各
制限について、 詳し く 説明させていただきます
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（ 1 ） 地区施設道路の位置づけについてです。

地区施設と は、 みなさ まが利用される道路・ 公園・ 緑地・ 広場などの公共施設をいいます。 地区の課題や目標を踏まえて、 どのよう に利用され
るべき施設なのかを定めています。
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（ 1 ） 地区施設道路の位置づけについてです。

位置づける道路は、 密集事業において、 拡幅する道路と して位置づけているものと 同じ道路です。

交通の主要動線であり 、 また、 震災時の消防活動困難区域の解消や延焼防止、 円滑で安全な避難路と して、 有効な道路幅6ｍを確保すべき道路と
して、 「 主要生活道路」 、 災害時の円滑な避難を行う 動線と して幅員4 ｍ以上を確保すべき道路と して「 生活道路」 をそれぞれ定めます。
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（ 2 ） 地区施設公園の位置づけについてです。

また、 公園は、 地区内の既存の公園・ 緑地・ 広場を位置づけており ます。

例えば、 広場1 と さ せていただきましたのは、 「 上5防災ふれあい広場」 と して、 令和元年に密集事業の1つと して、 作らせていただいた広場に
なり ます。
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（ 3 ） 建築物等の用途の制限についてです。

建てるこ と ができる建物の用途は、 都市計画の「 用途地域」 と 建築基準法に定めら れています。 地区計画では、 法律に定めら れている 「 建てる
こ と ができる建物」 の用途に制限をかけます。

住居地区は、 都市計画で「 第一種中高層住居専用地域」 に指定さ れており ます。 「 第一種中高層住居専用地域」 と は、 良好な住宅街を保護すべ
き地域と されており 、 すでに法律で厳しい建築制限がかかっているため、 今以上の制限をいたしません。
赤文字で記載さ れている用途の建物は、 建てるこ と ができません。

また、 環状7号線沿道地区と 近隣商業地区は、 都市計画で「 商業地域」 「 近隣商業地域」 に指定さ れています。 法律では、 建てるこ と ができる建
物の用途が広く 認めら れているこ と から 、 スナッ ク などの照度が低い飲食店や風俗店等、 パチンコ店など、 こ のまちにそぐわない用途の建物の建
築を制限します。

十条北地区地区計画原案説明会 令和６ 年７ 月３ 日 開催

19



（ 4 ） 敷地面積の最低限度についてです。

こ の制限は、 すべての地区で、 制限がかかり ます。
こ の地域は、 全国的にみても 、 密集化が進んでいる地域です。
今以上の木造住宅が密集するエリ アを増やすこ と のないよ う 、 大きな敷地を分割する場合の最低限度を定めます。
環状7 号線沿道では、 8 0 ㎡、 その他の地区では、 6 5 ㎡と し ます。 ただし 、 すでに6 5 ㎡よ り 小さ い敷地や道路などの整備によって小さ く なった

敷地は、 現在の大きさのまま敷地と して利用できます。
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（ 5 ） 壁面の位置の制限、 （ 6 ） 工作物の設置の制限についてです。

「 住居地区」 においては、 良好な住環境を確保するこ と を目的と して、 隣と の境界線から 、 建物を4 0 ｃ ｍ以上離して建築するこ と と します。
民法では、 5 0 ｃ ｍ以上離さなければならないと されており ますが、 慣習などによっては、 例外があり ます。 適度な距離を確保するために、 最低

でも 4 0 ｃ ｍ以上離して建築するこ と と します。
また、 先ほど、 1 7 ページと 1 8 ページの地区施設で説明さ せていただきました、 「 主要生活道路」 の沿道に、 かかる制限と なり ます。 「 主要生

活道路」 と は、 災害時の緊急車両の侵入経路であり 、 また、 住民のみなさんが、 避難場所へ避難をする際に安全に避難できるよ う 、 6 ｍ以上の幅を
確保する道路です。 6 ｍの幅の空間を確実に確保するため、 「 主要生活道路」 の中には、 建築物のほか、 門や塀、 自動販売機などの工作物の設置を
制限します。
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（ ７ ） 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限についてです。

こ の制限は、 すべての地区で制限がかかり ます。
周辺の環境と 調和した落ち着きのある色調のまちなみへと 誘導するため、 派手な色使いの建物や看板などの設置を制限し ます。 また、 腐食や燃

焼しやすい素材を使用した屋外広告物の設置を制限します。
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（ 8 ） 垣またはさ く の構造の制限についてです。

こ の制限は、 すべての地区で制限がかかり ます。
高いブロッ ク 塀などは、 地震時に倒壊する危険性が高いです。 そう いった危険性を減ら し 、 明る く ひらけたまちなみへと 誘導するため、 背の高

いブロッ ク 塀の設置を制限し、 道路に面して設ける垣や柵は、 生垣又は透視可能なフェンス等と します。
以上が、 地区計画の内容と なり ます。
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地区計画の原案は、 令和6 年7月1 6 日火曜日から 7 月3 0 日火曜日までの土日を除いた午前8 時3 0 分から 午後5 時1 5 分まで、 北区役所第一庁舎7
階1番の窓口で、 ご覧いただけます。

また、 窓口でご覧いただけるも のと 同様のものを期間中はホームページでも ご覧いただけます。
こ の地区計画の原案について、 ご意見がある場合には、 令和6年7 月1 6 日火曜日から 8月6日火曜日まで提出するこ と ができます。 意見を提出す

るこ と ができる方は、 区域内の土地・ 建物を所有の方、 お住まいの方と なり ます。 意見書の様式は自由ですが、 「 十条北地区の地区計画原案に対
する意見書」 である旨を記載していただきますよ う 、 お願いいたします。
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本説明の内容である、 地区計画の原案に対する縦覧・ 意見書の提出を7月1 6日から行います。 その後いただいたご意見を反映した案の説明を1 0
月ごろ、 案に対する縦覧・ 意見書の提出を1 1月ごろ行う 予定です。

その後、 北区の都市計画審議会に付議し 、 審議の上、 3月ごろ決定、 4月から施行と なる予定です。
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